
 薬 剤 名 成 分 名 用  途  病 害 虫 名

バスタ液剤 グルホシネート 除草剤

ゴーゴーサン細粒剤Ｆ ペンディメタリン 除草剤

ダイアジノン粒剤5 ダイアジノン 殺虫 ネキリムシ類

スミチオン乳剤 ＭＥＰ 殺虫
 アブラムシ・テントウム

シダマシ類

エルサン乳剤 ＰＡＰ 殺虫
アブラムシ・テントウ

ムシダマシ・ヨトウムシ

ダコニール１０００ ＴＰＮ 殺菌 疫病・夏疫病

スターナ水和剤 オキソリニック酸 殺菌 軟腐病

ランマンフロアブル シアゾファミド 殺菌 疫病

レーバスフロアブル マンジプロパミド 殺菌 疫病・夏疫病

 １．上記、化学合成農薬の使用については、延べ使用成分回数を２回までとする。 

　　但し同剤の２回使用はカウント２とする。

　　尚、農薬の散布にあたっては、農薬適正使用基準により散布する。 

※上記農薬以外にＺボルドー（疫病・軟腐病）コサイドボルドー（疫病・そうか病・ 

軟腐病）も使用可能です。
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